
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

五

八

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
五
八
号

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
沖
縄
で
実
施
さ
れ
て
い
た
米
軍
実
弾
砲
撃
演
習
の
県
外
移
転
に
伴
い
明
ら
か
と
な
っ
た
二
重

基
準
や
騒
音
の
放
置
等
の
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
沖
縄
で
実
施
さ
れ
て
い
た
米
軍
実
弾
砲
撃
演
習
の
県
外
移
転
に
伴
い
明
ら
か
と
な
っ
た

二
重
基
準
や
騒
音
の
放
置
等
の
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

騒
音
の
健
康
影
響
に
つ
い
て
は
、
騒
音
レ
ベ
ル
や
暴
露
時
間
に
よ
っ
て
は
睡
眠
や
聴
力
へ
の
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
、
公
害
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
は
、
公
害
の
種
類
ご

と
に
、
被
害
が
発
生
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
が
異
な
る
た
め
、
一
概
に
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
世
界
保
健
機
関
が
定
め
る
「
騒
音
の
も
た
ら
す
健
康
被
害
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
」
に
つ
い
て
は
、
何
を
指
す

の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
は
、
自
衛

隊
等
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛
隊
又
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ

一



合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安
保
条
約
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
き
日
本
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
砲
撃
を
主
と
す
る
射
撃
、
爆
撃
そ
の

他
火
薬
類
の
使
用
の
頻
繁
な
実
施
に
よ
り
生
ず
る
音
響
（
以
下
「
砲
撃
騒
音
」
と
い
う
。
）
の
み
を
特
に
対
象
と
し
た
も
の

は
な
い
。
自
衛
隊
等
の
特
有
の
行
為
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
で
あ
る
砲
撃
騒
音
は
、
航
空
機
騒
音
と
同
様
に
断
続
的
に
発
生
す

る
騒
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
環
境
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て

（
昭
和
四
十
八
年
環
境
庁
告
示
第
百
五
十
四
号
）
に
定
め
る
算
定
方
式
に
倣
い
定
め
た
基
準
（
砲
撃
騒
音
の
影
響
度
に
つ
い

て
、
「
演
習
場
周
辺
住
宅
防
音
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
第
一
条
及
び
演
習
場
周
辺
の
移
転
補
償
等
の
実
施
に
関
す
る
訓
令
第

一
条
に
規
定
す
る
別
に
指
定
す
る
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
付
け
防
地
防
第
三
四
八
三
号

防
衛
事
務
次
官
通
達
）
及
び
「
演
習
場
周
辺
に
お
け
る
住
宅
防
音
区
域
及
び
移
転
補
償
区
域
の
指
定
に
関
す
る
細
部
要
領
に

つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
付
け
地
防
第
三
四
八
四
号
防
衛
省
地
方
協
力
局
長
通
知
。
以
下
「
細
部
要
領
」

と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
算
定
式
等
に
基
づ
き
、
当
該
音
響
の
強
度
並
び
に
発
生
の
回
数
及
び
時
刻
等
を
考
慮
し
て
算
定
し

た
値
（
以
下
「
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
基
準
を
い
う
。
）
を
評
価
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

二



防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
等
が
使
用
す
る
施
設
（
自
衛
隊
の
施
設
又
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互

協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
条
�
の
施
設
及
び
区
域
（
以
下
「
施
設
及
び

区
域
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
「
自
衛
隊
等
の
施
設
」
と
い
う
。
）
の
周
辺
区
域
に
お
い
て
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
が
八
十
一

以
上
の
区
域
が
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
専
門
知
識
を
有
す
る
業
者
に
騒
音
度
調
査
を
委
託
し
実
施
し
て
い
る
。
騒
音
度
調
査

の
際
に
用
い
て
い
る
騒
音
計
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
一
五
〇
九－

一
に
規
定
す
る
サ
ウ
ン
ド
レ
ベ
ル
メ
ー
タ
で
あ
り
、
「
騒

音
に
係
る
環
境
基
準
の
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
平
成
二
十
七
年
十
月
環
境
省
作
成
）
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

規
格
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
世
界
保
健
機
関
が
使
用
し
て
い
る
測
定
機
器
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
測
定
器
の
測
定
可
能
距
離
（
能
力
）
や
設
置
距
離
（
間
隔
）
、
必
要
機
器
数
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
騒
音
度
調
査
の
測
定
を
行
う
範
囲
は
、
砲
撃
等
の
発
射
位
置
及
び
着
弾
位
置
か
ら
お
お
む
ね
二

十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
測
定
箇
所
は
、
測
定
地
域
全
体
に
わ
た
っ
て
分
布
す
る
よ
う
に
選
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

具
体
的
な
測
定
箇
所
数
に
つ
い
て
は
、
上
富
良
野
演
習
場
で
二
十
か
所
、
北
海
道
大
演
習
場
（
島
松
着
弾
地
及
び
島
松
地
区

三



に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
三
十
一
か
所
、
然
別
演
習
場
で
二
十
か
所
、
矢
臼
別
演
習
場
で
三
十
か
所
、
岩
手
山
中
演
習
場

で
二
十
三
か
所
、
王
城
寺
原
演
習
場
で
三
十
か
所
、
北
富
士
演
習
場
で
二
十
六
か
所
、
東
富
士
演
習
場
で
三
十
か
所
、
饗
庭

野
演
習
場
で
三
十
二
か
所
、
日
出
生
台
演
習
場
で
三
十
か
所
で
あ
る
。

な
お
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
が
八
十
一
以
上
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
当
該
区
域
内
に
住
宅
が
あ
る
と

判
明
し
た
場
合
に
は
、
演
習
場
周
辺
住
宅
防
音
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
十
九
年
防
衛
省
訓
令
第
百
九
号
。
平
成
十
九

年
八
月
三
十
一
日
以
前
は
演
習
場
周
辺
住
宅
防
音
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
九
年
防
衛
施
設
庁
訓
令
第
十
三
号
）
。
以

下
「
交
付
要
綱
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
住
宅
防
音
工
事
の
対
象
区
域
と
し
て
指
定
し
た
後
に
お
い
て
も
、
騒
音
状
況
の

変
化
を
把
握
す
る
た
め
、
地
形
の
影
響
や
集
落
の
所
在
な
ど
を
勘
案
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
自
動
騒
音
測
定
装
置
を
設
置

し
、
騒
音
状
況
の
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的
な
測
定
箇
所
数
に
つ
い
て
は
、
上
富
良
野
演
習
場
に
一
か

所
、
北
海
道
大
演
習
場
に
四
か
所
、
岩
手
山
中
演
習
場
に
三
か
所
、
北
富
士
演
習
場
に
二
か
所
、
東
富
士
演
習
場
に
三
か
所

及
び
饗
庭
野
演
習
場
に
五
か
所
設
置
し
、
測
定
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

防
衛
省
は
、
細
部
要
領
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
等
の
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
、
騒
音
の
最
大
音
圧
レ
ベ
ル
の
測
定
や
騒
音
の

四



発
生
時
刻
等
を
記
録
す
る
な
ど
の
現
地
調
査
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
測
定
デ
ー
タ
等
か
ら
一
日
の
間
に
発
生
す
る
砲
種
別
、
弾

種
別
、
発
射
位
置
別
及
び
着
弾
位
置
別
の
騒
音
値
を
算
出
す
る
な
ど
し
て
、
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
が
八
十
一
以
上
の
区
域
が
存
在

す
る
か
を
調
べ
る
た
め
騒
音
度
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査
の
結
果
、
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
が
八
十
一
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
、
当
該
区
域
内
に
住
宅
が
所
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
住
宅
防
音
工
事
の
対
象
区
域
と
し
て
指
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
住
宅
防
音
工
事
の
対
象
区
域
を
指
定
し
て
い
る
十
の
施
設
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
騒
音
度
調
査
を
実

施
し
た
結
果
、
当
該
施
設
の
周
辺
に
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
八
十
一
以
上
の
値
が
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
に
住
宅
防
音
工
事
が
完
了
し
て
交
付
要
綱
に
基
づ
き
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
世
帯
数
は
、
上
富
良

野
演
習
場
に
つ
い
て
は
三
世
帯
、
北
海
道
大
演
習
場
に
つ
い
て
は
二
百
四
十
四
世
帯
、
然
別
演
習
場
に
つ
い
て
は
零
世
帯
、

矢
臼
別
演
習
場
に
つ
い
て
は
四
百
二
十
九
世
帯
、
岩
手
山
中
演
習
場
に
つ
い
て
は
二
十
六
世
帯
、
王
城
寺
原
演
習
場
に
つ
い

て
は
八
百
九
世
帯
、
北
富
士
演
習
場
に
つ
い
て
は
二
千
五
百
十
世
帯
、
東
富
士
演
習
場
に
つ
い
て
は
七
千
七
百
九
十
世
帯
、

饗
庭
野
演
習
場
に
つ
い
て
は
百
二
十
四
世
帯
、
日
出
生
台
演
習
場
に
つ
い
て
は
八
百
六
十
二
世
帯
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
全
世
帯
の
数
」
及
び
「
対
象
区
域
外
と
し
た
世
帯
数
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

五



明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
防
衛
省
で
は
、
名
護
市
か
ら
米
軍
の
訓
練
に
よ
る
騒
音
に
つ
い
て
問

合
せ
が
あ
っ
た
際
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
米
軍
に
照
会
し
、
回
答
を
得
た
際
に
は
、
そ
の
回
答
内
容
を
名
護
市
に
伝
え
て
い

る
。
な
お
、
米
軍
か
ら
の
回
答
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
測
定
値
に
つ
い
て
は
、
名
護
市
及
び
名
護
市
議
会
か
ら
の
情
報
の
提
供
に
よ
り
承
知
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
米
軍
は
、
日
米
安
保
条
約
の
目
的
達
成
の
た
め
、
そ
の
能
力
を
維
持
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
必
要
が

あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
が
、
米
軍
に
対
し
て
は
、
引
き
続
き
、
訓
練
の
実
施
に
当
た
り
、
騒
音
に
つ
い
て
、
周
辺
住
民

に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
使
用
し
て
い
る
装
備
」
と
は
砲
種
等
の
こ
と
で
あ
り
、
「
訓
練
の
状
況
」
と
は
砲
撃
回
数
等
の
こ
と
で
あ
り
、

六



「
等
」
と
は
騒
音
の
発
生
源
と
周
辺
地
域
と
の
距
離
等
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
「
同
等
の
騒
音
状
況
が
生
じ
て
い
な

い
」
と
し
た
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
等
の
施
設
に
つ
い
て
、
使
用
し
て
い
る
装
備
や
訓
練
の
状
況
等
を
総
合
的
に
考

慮
し
た
上
で
、
当
該
自
衛
隊
等
の
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
が
八
十
一
以
上
の
区
域
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
市
民
団
体
等
へ
の
説
明
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

平
成
八
年
十
二
月
二
日
に
発
表
さ
れ
た
「
沖
縄
に
関
す
る
特
別
行
動
委
員
会
」
の
最
終
報
告
を
踏
ま
え
、
沖
縄
県
に
お
い
て

実
施
さ
れ
て
い
た
実
弾
射
撃
訓
練
を
本
土
の
演
習
場
に
移
転
し
て
実
施
す
る
際
に
は
、
地
方
防
衛
局
等
か
ら
地
元
自
治
体
等

に
対
し
、
適
宜
、
説
明
会
等
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
実
弾
射
撃
訓
練
が
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
際
に
は
、
沖
縄
防
衛
局
か
ら
地
元
自

治
体
等
に
対
し
、
日
時
、
演
習
内
容
等
を
通
知
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
自
衛
隊
等
」
に
つ
い
て
は
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
自
衛
隊
等
を
指
す
。

七



ま
た
、
お
尋
ね
の
「
遠
征
」
、
「
射
撃
演
習
・
訓
練
」
及
び
「
廃
弾
処
理
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
米
軍
が
施
設
及
び
区
域
で
実
施
す
る
射
撃
、
爆
撃
そ
の
他
火
薬
類
の
使
用
に
よ
り
生
ず
る
音
響
に
つ
い
て
も
評

価
の
対
象
と
な
り
得
る
。

住
宅
防
音
工
事
の
対
象
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
自
衛
隊
等
の
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
が
八
十
一
以

上
の
区
域
が
存
在
す
る
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
実
施
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
区
域
を
指
定
し
て
い
る
十
の
施
設
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
住
宅
防
音
工
事
の
対
象
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
は
現
時
点
に
お
い
て
考
え
て
い
な
い
が
、
今
後
の
騒
音
状
況

に
応
じ
て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
廃
弾
処
理
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
陸
上
自
衛
隊
は
、
昭
和
五
十
一
年
一

月
よ
り
、
日
米
地
位
協
定
第
二
条
�
⒜
の
規
定
に
基
づ
き
、
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン
及
び
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
の
一
部
土

地
を
不
発
弾
処
理
場
と
し
て
共
同
使
用
し
て
お
り
、
当
該
処
理
場
を
使
用
す
る
予
定
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
沖
縄
防
衛
局
か

ら
関
係
自
治
体
に
対
し
て
通
知
し
て
い
る
。
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